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報告第 27号 

   丸亀市立就学前教育・保育施設における医療的ケア児受入れに関するガイドライ

ンの策定について 

 丸亀市立就学前教育・保育施設における医療的ケア児受入れに関するガイドラインを

策定したので、丸亀市教育長に対する事務委任等規則第 3条第 1項の規定により、別紙の

とおり報告する。 
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